
　射水市立保育園条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

　　令和６年３月１９日 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第１５号  

　　　射水市立保育園条例の一部を改正する条例  

　射水市立保育園条例（平成１７年射水市条例第１３６号）の一部を次のよう

に改正する。  

　第２条の表八幡保育園の項を削る。  

　　　附　則  

　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


